
資料３

鳥取県海面漁場計画（素案）

以下の２漁港においてワカメ養殖の区画漁業権に関する要望があがっている。

【岩戸漁港】

実 施 者：海女を核とした鳥取県漁協福部支所内の生産グループ

経緯・理由：高齢化・後継者不足が進む福部支所に

平成２７年度から導入を進める海女を核とした

活性化策の一環として冬季の収入源を創出するため。

【長和瀬漁港】

実 施 者：鳥取県漁協青谷支所

経緯･理由：支所の収益向上を目的に同漁港内で試行してきた

ワカメ養殖試験で生産・販売の可能性を得たことから、

今後、事業化に移行するため。



漁業権免許までの今後のスケジュール

海区漁業調整委員会 （法第１１条１項）
• 漁場計画案の（答申）

公聴会 （法第１１条第４項）

漁場計画（案）の縦覧

公聴会の開催告示

海区漁業調整委員会 （法第１１条１項）
• 漁場計画案の（諮問）

漁場計画の決定・県広報告示 （法第１１条第５項）

漁業権免許申請期間 （法第１０条）
漁業権行使規則の認可申請期間

海区漁業調整委員会 （法第１２～１６条）
（適格性・優先順位の審査、諮問・答申）

免許・登録（法第１０条）

免許結果の県広報告示

８月２９日（月）案

９月１６日（金） 案

９月１２日（月） 案

８月２９日（月）～９月１２日（月）

９月１２日（月） 案

９月１６日（木）～１０月７日（金） 案

１０月１７日（月）～１０月２１日（金）のうち１日

１１月１日（火）

８月１７日（水）～８月２６日（金）のうち１日

知事→海区委

海区委→利害関係人

海区委→知事

知事

海区委⇔知事

申請者→知事

知事→申請者

知事

海区委

海区委

海区漁業調整委員会
• 区画漁業権の漁場計画素案について（報告）

７月１４日（木）

漁業権の関係機関意見照会
（県→鳥取市）

７月中旬

２週間必要



１ 公示番号 海区第１６号

(１) 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第一種区画漁業 わかめ養殖業 11 月 1 日から 3 月 31 日まで

イ 漁場の位置 鳥取市青谷町長和瀬地先

ウ 漁場の区域 次の(ア)から(エ)を直線で結ぶ線及び陸岸によって囲まれた区域

基点第 34 号 長和瀬漁港東防波堤灯台

(ア) 基点第 34 号から 209 度（真方位）116 メートルの点

(イ) 基点第 34 号から 202 度（真方位）118 メートルの点

(ウ) 基点第 34 号から 207 度（真方位）167 メートルの点

(エ) 基点第 34 号から 212 度（真方位）165 メートルの点

(２) 免許予定日 平成 28 年 11 月 1 日

(３) 申請期間 平成 28 年 9 月 16 日から 10 月 7 日まで

(４) 地元地区 鳥取市青谷町

(５) 制限又は条件

ア 漁具の外角に漁具標識を設置しなければならない。ただし、夜間にあっては灯火

による標識によるものとする。

イ 公共事業等の円滑な実施に協力し、公益の確保に努めなければならない。

(６) 存続期間 平成 28 年 11 月 1 日から平成 30 年 8 月 31 日まで

基点第34号

海区第１６号（長和瀬漁港）



２ 公示番号 海区第１７号

(１) 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第一種区画漁業 わかめ養殖業 11 月 1 日から 3 月 31 日まで

イ 漁場の位置 鳥取市福部町地先

ウ 漁場の区域 次の(ア)から(エ)を直線で結ぶ線及び陸岸によって囲まれた区域

基点第 35 号 岩戸漁港北防波堤灯台

(ア) 基点第 35 号から 119 度（真方位）110 メートルの点

(イ) 基点第 35 号から 102 度（真方位）110 メートルの点

(ウ) 基点第 35 号から 112 度（真方位）215 メートルの点

(エ) 基点第 35 号から 123 度（真方位）182 メートルの点

(２) 免許予定日 平成 28 年 11 月 1 日

(３) 申請期間 平成 28 年 9 月 16 日から 10 月 7 日まで

(４) 地元地区 鳥取市福部町

(５) 制限又は条件

ア 漁具の外角に漁具標識を設置しなければならない。ただし、夜間にあっては灯火

による標識によるものとする。

イ 公共事業等の円滑な実施に協力し、公益の確保に努めなければならない。

(６) 存続期間 平成 28 年 11 月１日から平成 30 年 8 月 31 日まで

基点第35号

海区第１７号（岩戸漁港）


